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平成19年７月18日（水）午後１時より、中野サンプラザにおいて第60回通常組合会が開
催された。外堀議長から議事録署名人に富山県支部の川口義治議員を指名し、物故組合員に対
する黙祷の後、平成18年度事業報告、平成18年度歳入歳出決算、平成18年度決算剰余金の
処分についての３議案について審議し原案どおり承認された。事前質問では３名の議員から保
険料の賦課方法の見直し、後期高齢者医療制度が創設されることによる本組合への影響につい
て等４題提出されたが、１題取り下げられて３題について質問があり、当日質問も多数あり、
活発な質疑応答が行なわれた。
また、後期高齢者医療制度の被保険者となる組合員及び特定保険料の創設に伴う保険料の種

類に係る規約改正案について協議を行なった。
平成18年度の繰越金が、収入の伸び率が支出の伸び率を上回ったこと、老健拠出金が対前

年度比で約５億円減額であったこと及び算定誤りによる平成16年度、17年度分の国庫補助金
が過年度分として交付されたこと等により平成18年度の繰越金が約23億円になったことか
ら、平成20年度の保険料の見直しは見送ることが報告された。

開会の辞（要旨）　　白石副理事長
お早ようございます。16日の新潟県中越
沖地震に対しましては一日も早い復興を願
うものであります。
本日、後期高齢者医療制度の対応につい
て協議事項に出させて頂いておりますが、
今回の医療制度改革は財政的にも負担増と
なり全国歯としても保険料の対応等があり 白石副議長白石副議長

第 6 0 回 通 常 組 合 会

平成18年度歳入歳出決算等承認される
後期高齢者医療制度、保険料の種類等に係る規約改正案を協議

平成20年度の保険料の見直しを見送ることを報告
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ます。
また、レセプトオンライン化も来年実施
されると思いますが我々の医療に対するマ
イナス面が出てくると思われます。次期診
療報酬改定につきましても関係すると思わ
れる７月29日の参議院選挙で石井みどりの
結果が良いことを願いまして、第60回全国
歯科医師国民健康保険組合通常組合会を開
催いたします。本日はよろしくお願いいた
します。

理事長挨拶（要旨）　　金山理事長
お暑い中、お集まり頂きましてありがと
うございました。
新潟県中越沖地震等の影響で交通手段が
大変な中、全員ご参集いただき無事開催で
きますことに対してお礼申し上げます。
今日の組合会は、決算、事業報告ですが
18年度に実施したことについて説明させて
頂きます。
医療制度改革関係では、70歳以上の現役
並み所得者の負担割合を特例措置で今年の
７月まで２割負担とし、高額療養費の自己
負担限度額及び出産育児一時金の引き上げ
並びに療養病床に入院する高齢者の食費・
居住費の見直しを行いました。
前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、
病床転換支援金についても試算額を出して
おります。特定健診・保健指導については
実施体制が決まらないことから対応に苦慮
していますが、今年度中には実施計画を取
りまとめ委託機関等も決めて契約をしなけ
ればと思っております。後期高齢者につい
ては当組合に組合員資格を維持できる体制
を整えております。18年度は２つの委員会
を設置して色々な課題について検討してい
ただき、その答申に基づき組合の充実した
体制を整備いたしました。
次に決算状況では後程詳しく説明があり
ますが、23億円の大幅な黒字になりまし

た。単年度決算では10億円の黒字でした
が、14年、15年と赤字でしたが16年、17年、
18年と続けて黒字になりました。これは16
年の保険料の値上げと医療費が18年度は伸
びなかったことに因るものと思います。
療養給付費（国保連合会への支払金額）
の動向ですが９割給付から８割給付になっ
た期間を比較すると減るのは当然ですが対
前年比で89.30％と減少しています。８割
給付になってからの比較では101.53％と微
増しています。
18年度の総医療費では対前年比で100.00％
と微増でした。微増に留まった事は毎年自
然増が２〜３％ある通年と比較すると大き
な減額で保険者としては大変助かっていま
す。これは給付割合の変更と点数改定がマ
イナスであった事によると思われます。18
年度の除名処分は５件でした。
次に19年度については、４月より東京事
務所の組織を総務課と業務課の２課を設
け、事務局機構を新体制とし、職務分掌、
職務権限、指示系統等を明確にし事務処理
の効率化を図りました。保険者間の給付の
統一を行政からも強く言われており、８月
の保険証の更新と同時に７割給付といたし
ます。しかし、附加給付と言う形で１割相
当分を還付することになっております。70
歳以上の現役並み所得者は３割負担のとこ
ろを特例措置で２割にしておりましたが８
月から３割負担といたします。

金山理事長金山理事長
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30周年の記念式典を来年３月の組合会終
了後に挙行いたしますので、記念誌の編集
と共に準備を進めております。
20年度から実施される医療制度改革に向
けて、新たな高齢者医療制度、特定健診・
保健指導及び特定保険料の創設に伴う保険
料の種別への対応等については、体制整備
が遅れていることや内容の変更等で大変で
すが、的確に対応できるように努力してお
ります。保険料賦課方法の見直しを20年度
に行なう予定でしたが、決算剰余金が23億
円でたことや医療制度改革に伴う新たな財
源に未だ不透明な部分があることから20年
度は見送ることといたしました。
それから栃木県庁による支部の事務指導
が実施されることになり、今年度は４支部
が行なわれます。東京事務所からも立合に
参りますので宜しくお願いいたします。
以上、18年度、19年度の主なものについ
て申し上げましたが、本日の組合会が無事
終わりますよう皆様方のご協力をお願いい
たしまして、ご挨拶といたします。

議長団　中屋敷副議長、外堀議長、堅田副議長

■議　事
第１号議案　平成18年度事業報告に
ついて議決を求める件	 今井専務理事
平成18年度事業報告について、今井専務理
事より説明があり、質疑応答の後に採決に入
り原案どおり全員挙手により可決承認され
た。

今井専務理事

平成18年度事業報告
Ⅰ．概況
平成18年度は、６月に医療制度改革関連
法が成立し、平成18年度から20年度に渡っ
て実施されることになった。それを受けて
当組合が的確に対応し円滑な組合運営がで
きるように準備を進めてきた年であった。
まず、平成18年度から実施の70歳以上の
現役並み所得者の一部負担金の引き上げに
ついては、平成19年８月の保険証の更新ま
で先送りしたが、高額療養費の自己負担限
度額の引き上げ、出産育児一時金及び療養
病床に入院する高齢者の食費・居住費の見
直し等については、適切に実施すると共に
平成20年度から実施される新たな高齢者医
療制度の創設に伴う後期高齢者支援金、前
期高齢者納付金及び病床転換支援金等につ
いては、いち早く試算を行い、当組合の新
たに必要となる財源を算出しその手当てに
ついて検討した。
また、後期高齢者医療制度の被保険者と
なる組合員が全国歯に組合員資格を維持で
きる体制を取りまとめ、必要な規約改正案
を策定した。
次に、特定健診・保健指導の義務化への
取り組みは、特定健診・保健指導の委託体
制が整わないことから、その対応に遅れが
でているが、研修会等に積極的に参加する
と共に、厚労省に設置された「保険者によ
る健診・保健指導の円滑な実施方策に関す
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Ⅱ．事業の実施状況
１．被保険者の状況
（1）平成18年度種別被保険者数（平均）

・被保険者数は組合員が合計で38,405人で、対前年度率で0.98％、実人数で373人の微増
する中で、家族は合計で33,194人で対前年度率で▲0.86％、実人数で289人の減少となっ
た。これは昨年度（▲0.01％、実人数▲5人）に引き続き横這いである。

（2）被保険者数（老人保健・前期高齢者・乳幼児・介護保険・特定/平均）

る検討会」の検討の推移を見守りながら、
各府県の保険者協議会等の情報収集に努め
実施計画の策定に取り組んでいる。
医療制度改革に伴う各保険者の体制整備

が求められているが、これについては、国
保基本問題検討臨時委員会及び規則等検討
委員会の答申に基づいて平成19年度の事業
計画に反映させたところである。
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２．保険料収入の状況
（1）保険料収納額の状況

・保険料の収納額の状況は、対前年度で均等割が0.34％増に対して、所得割は組合員の
事業収入の伸び悩みから0.94％の減収となった。
　介護納付金保険料は平成18年度は据え置いたが対前年度1.69％の増収となり、保険料
の総額では9,037,439,194円で対前年度0.07％とほぼ横這いであった。

３．国庫補助金の状況

・国庫補助金の総額は、3,609,080,811円で対前年度7.61％の増であるが、療養給付費補
助金過年度分（平成16年度、平成17年度分）275,038,059円が含まれた金額であり、こ
の過年度分を差引くと0.59％の減額である。

４．保険給付の状況
（1）給付割合
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（2）療養給付費の状況

・平成18年度の療養給付費は対前年度比が率で2.83％、金額で164,961,296円の減額となっ
た。これは平成17年7月まで9割給付であったことと、平成18年の診療報酬改定がマイ
ナス改定であった影響と推定される。

（3）高額療養費の支給状況

・高額療養費の支給の状況は、対前年度件数で37.37％、支給額で49.29％と大幅な増と
なった。これは給付割合が平成17年8月より9割から8割に引き下げられた影響によるも
のと推定される。

（4）その他の保険給付の状況

　　※療養費：柔道整復、コルセット、針灸、海外療養費等

（5）歯科給付の状況

・歯科給付は査定件数で17.73％、費用額で24.26％の増であった。
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（6）老人自家診療の歯科給付の状況

・老人自家診療の歯科給付の対前年度比は、件数で2.08％、費用額で0.77％の増であった。

５．高額医療費共同事業の状況

・高額医療費共同事業の収支は、18,887,000円と対前年度16.72％の増である。これは、
当組合の100万円以上の高額医療費が過年度より伸びたことによる。

６．保健事業の状況
（1）保健事業費の交付状況

①定額交付分	 各支部	 1,550,000円
②被保険者割交付分	 被保険者1人当たり	 440円

（2）節目健診事業の実施状況

・節目健診は、対前年度比が受診率で3.21％、交付額で5.04％の増となった。

（3）資金貸付事業の状況
①高額療養費資金貸付事業
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②出産費資金貸付事業

・出産費資金貸付事業は、対前年度比が件数で50.00％、貸付金額で69.44％の増であった。
特に貸付金額が大幅に伸びたのは、平成18年10月から出産育児一時金を300,000円から
350,000円に引き上げた影響による。

（4）医療費通知
①加入後2 ヶ月以内	 9月、10月、11月、12月、2月（2回）、3月
　受診者への通知	 	計7回実施
②年間医療費通知	 8月に各支部1回通知

（5）健康家庭表彰の状況
①健康家庭表彰の該当者の条件
　３年度間連続して医療機関にかからなかった組合員もしくは世帯
②健康家庭表彰該当者数

（6）啓発事業の実施状況
　平成20年度から実施される特定健診・保健指導について、理事会、組合会及び組
合報でその目的、趣旨等を周知すると共に事業実施方法を検討する中で、健診及び
保健指導対象者に対する案内方法を検討した。

７．レセプト点検

・レセプト点検による効果は、一般分が国庫補助を合わせた効果額が4,408,215円であり、
これは当組合の実質的効果額である。老健波及分は同じく国庫補助を合わせた効果額
が9,103,725円であるが、この内、国庫補助の1,727,500円は当組合に入るが、効果額の
10,810,870円は直接当組合に入らない。しかし、老健拠出金に対して波及効果があるも
のである。つまり直接的効果額6,135,715円＋老健拠出金に対する波及効果分である。

８．広報活動の状況
（1）組合報を2回発行。
　　（全国歯科医師国民健康保険組合報）
（2）ホームページ
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９．国保基本問題検討臨時委員会の設置
　当委員会は、諮問事項に対して平成
18年5月に第一次答申を、又、平成18
年９月に第二次答申を提出した。
　第一次答申では、国保法等の改正で
保険者間の給付割合の統一化（７割給
付）された等から平成19年の保険証の
更新から組合員の給付割合を7割とす
ることとした。
　これを踏まえて全国歯が市町村国保
等と比較してメリットを出すために
①附加給付の支給、②傷病手当金の支
給要件の緩和、③歯科給付では指導料
を給付対象とすると共に申請の手続き
の簡素化、④医療制度改革に伴う新た
な財政負担に対応するための保険料の
見直し（案）の策定、⑤後期高齢者医
療制度の被保険者となる組合員の取り
扱い、⑥新たな高齢者医療制度の支援
金、納付金等の試算、⑦そしてクレジッ
ト機能付保険証の効果について検証を
行い、幾つかの効果が立証されたこと
から、更新後も継続することとした。
　⑧特定健診・保健指導についても資
料の収集と検討を行い基本方針を取
りまとめたこの答申に基づいて、常務
会、理事会、組合会で協議を行い概ね
答申どおりに平成19年度の事業計画に
盛り込まれることとなった。

10．規則等検討委員会の設置
　個人情報保護法の施行等により新た
な規則の制定が必要とされ、また、わ
が国の構造改革が進展する中、当組合
の諸規則の見直しを図り、組織の強化
と活性化に資する目的で標記委員会を
設置して諸規則の検討を行った。
　第一次答申では、「個人情報の保護
に関する規程」（案）及び「職員等傷
害保険規程」（案）を答申し、第二次

答申では、「職員に関する諸規程」（案）
をはじめ、「除名基準」（案）、「役員報
酬等委員会」（改正案）、「役員報酬・
退職慰労金規程」（改正案）、「旅費規
程」（改正案）、「役員慶弔規程」（改正
案）、「診療報酬明細書開示規程」（案）
について答申がだされ、何れも常務
会、理事会、組合会で承認され施行さ
れることとなった。

Ⅲ．事務処理の適正化と効率化
医療制度改革に伴い、業務量の増大及び
内容の複雑化が一層進展している。
そうした中、安定した魅力ある国保組合
を目指すには役員、議員、職員が協力して
業務を推進しなければならない。そのため
に職員の就業条件及び職場規律を整備する
ことが、事務局の効率化及び活性化に資す
るとの視点から職員に関する諸規程を整備
し、事務局の事務機構、業務分掌、職務権
限並びに指示系統を定めた。
これら組織の整備が一日も早く機能する
ことにより、年々増大する業務量に対応す
ることとした。
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Ⅳ．諸会議の開催
（1）組合会

（2）理事会

（3）常務会

（4）監事会

（5）事務研修会
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（6）委員会
①国保基本問題検討臨時委員会

②規則等検討委員会

Ⅴ．関係団体の会議開催状況
（1）栃木県庁関係

（2）全協関係
①総会

②理事会
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③常務理事会

④研修会

⑤関東甲信越支部関係

⑥その他
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第２号議案　平成18年度歳入歳出決算
について議決を求める件　鈴木常務理事

平成18年度歳入歳出決算について、鈴木
常務理事よりプロジェクターを用いて説明
があり質疑応答の後、採決に入り全員挙手
により可決承認された。

ⅰ決算の状況
１．歳入の状況
１款　保険料収入は、9,037,439,194円で
対前年度比0.07％、実額で5,914,749円
の増であった。内訳は医療給付費分保
険料は8,289,794,394円で対前年度比−
0.08％、実額で6,535,651円の減、介護
納付金分保険料は747,644,800円で対前
年度比1.69％、実額で12,450,400円の
増となった。
２款　国庫支出金は3,609,080,811円で対
前年度比7.61％、実額で490,505,811円
の増となった。
３款　共同事業交付金は124,290,000円で
対前年度比10.83％、実額で12,145,000
円の増となった。
４款　財産収入は13,276,010円で対前年
度比88.37％、実額で6,228,272円の増
となった。
５款　繰入金は０円。
６款　繰越金は1,284,813,690円で対前年
度比10.81％、実額で125,317,443円の
増となった。
７款　諸収入は48,370,720円で対前年度比
35.27％、実額で12,611,892円の増となっ
た。
　　歳入合計では14,117,270,425円で対前
年度比3.05％、実額で417,364,733円の
増となった。

２．歳出の状況
１款　組合会費は12,247,715円で対前年度
比3.17％、実額で376,051円の増となった。

鈴木常務理事

２款　総務費は545,941,939円で対前年
度比5.89％、実額で30,370,929円の増
となった。
３款　保険給付費は6,346,174,074円で対
前年度比−0.91％、実額で58,430,902
円の減となった。
４款　老人保健拠出金は3,490,304,437円で
対前年度比−12.83％、実額513,778,731
円の減となった。
５款　介護納付金は1,092,270,121円で対
前年度比4.71％、実額で49,134,783円
の増となった。
６款　共同事業拠出金は117,000,000円
で対前年度比7.25％、実額で7,909,000
円の増となった。
７款　保健事業費は130,071,303円で対
前年度−3.60％、実額で4,859,973円の
減となった。
８款　積立金は51,000,000円で対前年度
比−21.54％、実額で14,000,000円の減
となった。
９款　諸支出金は、国庫補助金の超過交
付額の償還分の3,615,292円で対前年度
比−97.15％、実額で123,188,278円の
減となった。
10款　予備費は、３款保険給付費の２
項高額療養費に80,216,245円、４項出
産育児諸費に10,750,000円、９款諸支
出金に3,614,292円、合計94,580,537円
充当した。予備費の充当額は対前年度
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比−54.04％、実額で111,200,249円の
減であった。

３．歳入・歳出決算の状況
歳入合計額	 14,117,270,425	円
歳出合計額	 11,788,624,881	円
決算剰余金	 2,328,645,544	円

４．実質収支の状況（単年度収支）
実質歳入額	 12,832,456,735	円
実質歳出額	 11,788,624,881	円
収 支 差 額 	 1,043,831,854	円

議案採決

平成18年度　歳入・歳出決算に占める各款別構成割合

歳入歳出決算款別比較
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第３号議案　平成18年度決算剰余金の処
分について議決を求める件　鈴木常務理事
鈴木常務理事より平成18年度決算剰余
金の処分について平成19年度に繰越すこ
との説明があり、質疑応答の後採決に入
り全員挙手により可決承認された。

歳入合計額	 14,117,270,425	円
歳出合計額	 11,788,624,881	円
決算剰余金	 2,328,645,544	円
上記剰余金を下記の通り処分する。

翌年度繰越金	 2,328,645,544	円

監査報告　　大久保監事
大久保監事より、監査状況について別紙
の監査報告書のとおり報告があった。
監査報告に引き続き、事前質問に対する
質疑応答及び当日質問に対する質疑応答
の後に第１号議案から第３号議案まで、そ
れぞれの議案について採決に入り３議案
とも原案どおり可決承認された。

大久保監事
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財産状況報告
平成18年度末現在

１．積立金
特　別　積　立　金	 1,368,530,000	円
給付費等支払準備金	 798,000,000	円
別　途　積　立　金	 115,000,000	円
事務所管理積立金 	 116,325,000	円
役職員退職死亡給与積立金	 270,201,784	円
合　　　　　　　計	 2,668,056,784	円

２．財産目録
東京事務所（土地建物）	 380,000,000	円

３．備　品
（1）備品目録（東京事務所）

平成18年度末現在

（2）備品目録（支部）
平成18年度末現在
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■事前質問
〔質疑応答の要旨〕
１．保険料の賦課方法の見直しに関連して

（京都府支部　陳正和議員）
Ｑ　定額制に移行させることは、国が規
定する標準割合である応益割：応能割＝
50：50を無視することになるのでは？

陳議員

Ａ　今回の委員会試案を常務会、理事会で
検討して第59回組合会に協議事項として
お出ししたのは、定額制を採用いたして
おりません。組合員の収入の把握の同意
書が取れなくて止むを得ず定額制にした
単県国保組合が幾つかあります。当組合
もそうした場合を視野に入れて検討して
おく必要があると言うことです。
　　次に国の定める標準割合を無視するの
ではとのご質問については、この資料を
お出ししたのは、委員会試案では市町村
国保に対して国の定める標準割合に、よ
り近づきますと言う参考資料でございま
す。従いまして国保組合に適用されるも
のではありませんが比較材料として参考
にお出ししたものです。

Ｑ　診療報酬の少ない組合員の保険料の
増額割合が高くなっている。特別の事情
があり保険料の納付が困難な場合は減免
措置を講ずるとあるが、どのような場合
か。国保基本問題検討臨時委員会の見解
を求めたい。

Ａ　同委員会は平成18年９月13日付けで最
終答申を出しております。委員会規程に

諮問事項の審議が終了した時、あるいは
委嘱した理事長の辞任をもって消滅する
と規定されており、任務を終わっており
ます。そのことをご了解賜った上でお答
えいたします。規約第27条（保険料の減
免）及び保険料減免取扱規程の適用を考
えております。

Ｑ　高齢者の患者負担で、高齢者の所得と
いう個人情報が１割と３割で明らかにさ
れ、個人情報が保護されない制度では、
厚労省の見解を求めたい。

Ａ　厚労省の見解としてはお答えできま
せんが、制度上のご説明としてお答えさ
せていただきます。これは所得証明書を
添えて申請し、高齢受給者証を発行し１
割、２割になる訳です。自ら申請するも
のですから個人情報保護法には抵触しな
いものと考えます。
　　個人情報保護法は、個人情報の有用性
と個人の権利利益のバランスを図ること
を目的としております。

■新潟県中越沖地震に対するお見舞いのお礼
佐藤議員は、事前質問の説明に先立って
議長に発言を求め、新潟県中越沖地震に対
するお見舞いに対して下記のようにお礼を
述べられた。

佐藤議員

先程は、理事長先生、議長さんから大変
ご丁寧なお見舞いのお言葉を頂き、ありが
とうございました。３年前の中越地震で大
きな被害を受け、新潟県もようやく地震災
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害から立直ったところでしたが、また先日
中越沖地震が発生いたしまして、柏崎を中
心として、ご承知のような惨状になってし
まいました。これに対しまして多くの皆様
方からお見舞いのお言葉を頂き心から感謝
申し上げます。今後、新潟県支部、県歯一
同、復興に頑張って参りたいと考えており
ます。国保組合にも色々とご迷惑をお掛け
することもあろうかと思いますが、宜しく
お願い申し上げます。

２．後期高齢者医療制度が創設されること
による本組合への影響について

（新潟県支部　佐藤昭雄議員）
Ｑ　本組合に支払う金額はどのような額に
なりますか。

Ａ　後期高齢者組合員の保険料は月額
6,000円になります。この金額は多少変
わる可能性もありますが現時点ではこ
の金額を予定しています。この金額は家
族、従業員の保険料と給付のバランスか
ら算定しております。なお後期高齢者組
合員の世帯に属する者、つまり家族と
従業員については従来どおり変わりませ
ん。

Ｑ　高齢者の組合員は双方に保険料を支払
うことになりますが、本組合員として残
ることはどのようなメリット・デメリッ
トがありますか。

Ａ　・メリット
（１）保健事業として下記の支給を受けられる。
①傷病見舞金（傷病手当金と同じ）
②死亡見舞金（葬祭費と同じ）

（２）家族、従業員の被保険者資格が維持できる。
（３）全国歯の役員、議員等として組合の運営
に携わることができる。
・デメリット

（１）後期高齢者医療制度と全国歯の両方に
保険料を支払う。
Ｑ　組合としてどのようなメリット・デメ

リットがありますか。
Ａ　・メリット
（１）全国歯の組合員及び被保険者の減少を
緩和できる。
・デメリット

（１）業務が多少複雑になる。
Ｑ　１種組合員と後期高齢者組合員の分
別がどうなるのか、権利の違いが出てく
ると思われるが。将来的には役員に後期
高齢者がなるのは如何なものかと考えま
す。如何ですか。（富山県支部　川口義
治議員）

川口議員

Ａ　組合員資格を維持できるのは、現に１
種組合員である者とするとしてあります
ので、被保険者資格はありませんが、組
合員としての資格は１種組合員と同等と
した訳です。
　　なお、役員、議員として活躍できると
したのは、後期高齢者が組合員資格を維
持できるとした趣旨が「後期高齢者医療
制度の被保険者については、国保組合の
被保険者からは外れるが、国保組合の健
全な運営に寄与する者であり、引き続き
組合員としての資格を維持」と説明を受
けています。法の趣旨に則って役員、議
員として組合の運営に携わることができ
るとしたものです。

３．保険料賦課方法の見直しについて
（岡山県支部　南哲之介議員）

Ｑ　第59回通常組合会に協議事項として保
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険料の賦課方法の見直しについて資料が
提示されたが、保険料試案１、２を見る
と１種組合員の負担が大きくなりすぎる
と思われます。以下の通り試算したので
再考願いたい。

南議員

Ａ　国保基本問題検討臨時委員会での検
討段階では５、６通りぐらいの試案を作
り、その中から検討して試案１と試案２
を答申したものです。検討段階では南議
員のご意見に近い案もあったと思います
が、最終的に試案１、２となりました。
　　２種、３種組合員及び家族に負担して
いただき、１種組合員に優しい改正をと
言うことですが、２種、３種組合員は、
他の事業所の従業員つまり健保組合の組
合員の場合、保険料の半額を事業主が負
担します。国保組合の場合は事業主負担
がない等の違いがある等実質負担額を考
慮しました。２種、３種組合員の給付費
が少ないこと、家族の負担増は１種組合
員にも負担増となる等、種々の条件を総
合的に検討した結果、試案１及び試案２
となったものです。

Ｑ　クレジット機能付き保険証の加入率
70％で当組合の負担する経費が０と言
うことですが、現在の加入率は何％です
か。70％に達していなかったら負担金は
どの位か。また導入して２年経過した総
括の資料があったらお願いしたい。（鳥
取県支部　木村清議員）

Ａ　加入率は手元に資料がありませんの

で、正確な数値は解りませんが、１種組

木村議員

　合員が約10％、全体で約８％です。70％
の加入率で当組合の負担はほとんど無く
なります。現在でも保険証の製作費とク
レジット機能付き保険証の送料等、経費
の節減になっております。
　　総括については、保険証更新時の１人
当たり当初費用を単県国保の平均と比較
すると当組合236円に対して単県国保平
均431円、事務に係る軽減効果、プラス
チック製で丈夫、１人１枚で利便性が高
まった、クレジットカードの年会費が無
料、災害時の安否確認等のライフメール
サービスが付いた、ＵＦＪニコスは合併
し三菱ＵＦＪニコスとなり国内最大級の
クレジットカード会社となった等の導入
の効果があったとの検証結果から、今年
の８月１日の保険証の更新後も引き続き
継続することとしました。

■協議事項
１．規約の一部改正（案）について
（１）後期高齢者医療制度の被保険者
となる組合員の対応について
　今井専務理事より平成20年度から
創設させる後期高齢者医療制度につ
いて次のように趣旨説明があった。
　75歳以上の後期高齢者は、平成20
年４月から後期高齢者医療制度に移
行するが、後期高齢者医療制度の被
保険者については、国保組合の健全
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な運営に寄与するものであり、下記
の要領で引き続き全国歯の組合員と
して資格を維持できることとした。
そのために必要な規約改正案を策定
し、今組合会に議案として提出して
議決を得た上で組合員に周知を図り
円滑な実施を目指していたが、６月
19日開催の事務局長研修会で内容に
一部変更があり、更に変更もあり得
ることとなった。しかし、基本的な
ところに変更はないと考えられるの
で、本日提出した規約改正案の内容
で、一部変更があるかも知れないが
基本的にこうなると言うことを組合
員に周知を願いたい。
　また、組合員として全国歯に残ら
ない場合は、家族及び従業員が他の
保険に加入の手続きをしなければな
らないので、20年３月22日開催の組
合会で議決を得てからの手続きでは
遅くなることが懸念される。そのた
めに本日協議して頂く規約改正案の
内容と基本的に変更がない場合は11
月か12月に文書による議決をお願い
したい旨の説明があり了承された。

《後期高齢者医療制度の被保険者となる組合員》
１．後期高齢者医療制度の被保険者と
　なる組合員について
（１）	引き続き全国歯の組合員の資格
を維持できる。ただし、１種組合
員である者とする。

（２）	組合員の種別は「後期高齢者組
合員」とする。

２．後期高齢者組合員の世帯に属する
　者について
（１）	後期高齢者組合員の世帯に属す
る者（家族・従業員）の被保険者
資格に変動はない。

３．届け出
（１）	後期高齢者組合員となる場合は、
１カ月前までに届け出なければな
らない。

（２）	後期高齢者組合員にならない場
合は、１カ月前までに資格喪失届
を提出しなければならない。

４．保険料
（１）	後期高齢者組合員

月額	6,000円
（２）	後期高齢者組合員の世帯に属する者	 	 										
　	 変更なし。

５．保険給付
（１）	後期高齢者組合員は被保険者で
はないため保険給付はできない。

（２）	後期高齢者組合員の世帯に属す
る者（家族・従業員）は医療給付、
その他組合の事業の資格がある。

６．保健事業
　保険給付に代わって、後期高齢者の
保健事業として下記の事項を行なう。
（１）	傷病見舞金　傷病手当金と同じ
（２）	死亡見舞金　葬祭費と同じ

（２）特定保険料の創設に伴う保険料の
種別について
　新たな高齢者医療制度を創設し、
世帯間・保険者間の負担の明確化・
公平化を図る中で保険者単位では、
後期高齢者医療制度や前期高齢者を
多く抱える保険者に対する支援を行
なうことの明確化を図り、被保険者
単位では、高齢者にどの程度支援を
行なっているかについて理解を深め
るために基本保険料と区分して特定
保険料が創設された。
　また、保険者は特定保険料につい
て被保険者の理解を得るために、一
般保険料の賦課に当たって、基本保
険料額及び特定保険料額の内訳を示
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全国歯科医師国民健康保険組合
規約一部改正（案）新旧条文対照表

（平成19年７月18日現在）

医療制度改革関連法に伴う平成20年４月施行分について、国保組合の規約を改正する必
要があります。
現在、政省令について、準備を進めているところですが、現時点での規約改正案を作成
しました。今後、修文があり得ることを前提に、参考までにお示しします。

（下線部が改正部分）
現　　　　行 改　　　　正（案）

第２章		　組合員及び被保険者
（組合員の範囲及び種類）
第７条　組合員は、第４条に定める地区内に住所を有する者で、次のと
おりとする。
一　１種組合員は、府県歯科医師会の会員とする。
二　２種組合員は、１種組合員である歯科医師が開設、管理
　する診療所に雇用される歯科医師とする。
三　３種組合員は、１種組合員である歯科医師が開設、管理
　する診療所に雇用される者及び組合に勤務する者とする。

第２章		　組合員及び被保険者
（組合員の範囲及び種類）
第７条　組合員は、第４条に定める地区内に住所を有する者で、次のと
おりとする。
一　１種組合員は、府県歯科医師会の会員とする。
二　２種組合員は、１種組合員及び後期高齢者組合員である
　歯科医師が開設、管理する診療所に雇用される歯科医師とする。
三　３種組合員は、１種組合員及び後期高齢者組合員である
　歯科医師が開設、管理する診療所に雇用される者及び組合
　に勤務する者とする。
四　後期高齢者組合員は、高齢者の医療の確保に関する法律
　に規定する被保険者であり、現に１種組合員である者とする。

（被保険者の範囲）
第８条　組合は１種組合員、２種組合員及び３種組合員（以下「組合
員」という。）並びに組合員の世帯に属する者（以下「世帯員」と
いう。）をもって被保険者とする。
　　ただし、法第６条各号のいずれかに該当するもの及び他の国民健
康保険組合の被保険者はこの限りでない。

（被保険者の範囲）
第８条　組合は１種組合員、２種組合員、３種組合員（以下「組合員」
という。）及び組合員の世帯に属する者（以下「世帯員」という。）並
びに後期高齢者組合員の世帯に属する者（以下「後期高齢者世帯員」
という。）をもって被保険者とする。

して徴収することとなった。
　これに対応するために、規約の一
部改正案を策定し、今組合会に議案
として提案し議決を得た上で被保険
者に周知を図り、円滑な実施を目指
していたが、６月19日の事務局長研
修会で、「国保組合規約例の改正案
について」の説明があったが、内容
に一部変更があり、更にこれは、今
後、修文があり得ることを前提に参
考までにお示ししますと言うもので
あった。そして７月上旬までには成

案を出すと言うことであった。
　しかし、基本的なところに変更は
ないと考えられるので、本日提出し
た規約改正案で協議を願いたい。
　20年３月22日開催の組合会で議決
を得てからでは、保険料賦課の手続
きが間に合わないので、本日協議し
て頂く規約改正案の内容と基本的に
変更がない場合は11月か12月に臨時
組合会の開催も考えられるとの説明
があり承認された。
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現　　　　行 改　　　　正（案）
（加入の申込）
第９条　組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、
職業、使用される事業所名及び法第６条各号に関する事項（健康保
険法（大正11年法律第70号）第３条第１項第７号又は同条第２項ただ
し書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。）並びに世帯
に属する者の氏名、性別、生年月日、組合員との続柄、職業、使用
される事業所名及び法第６条各号に関する事項を記載した書面をもっ
て、その旨を組合に申し込まなければならない。
２．前項の加入の申込みをした者は、支部長が加入の申込みを受理
した日に組合員になる。
３．前項の受理は、第１項の申込みをした日から３０日以内にしな
ければならない。

（加入の申込）
第９条　組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、
職業、使用される事業所名及び法第６条各号に関する事項（健康保
険法（大正11年法律第70号）第３条第１項第７号又は同条第２項ただ
し書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。）並びに世帯
に属する者の氏名、性別、生年月日、組合員との続柄、職業、使用
される事業所名及び法第６条各号に関する事項を記載した書面をもっ
て、その旨を組合に申し込まなければならない。
２．前項の加入の申込みをした者は、支部長が加入の申込みを受理
した日に組合員になる。
３．前項の受理は、第１項の申込みをした日から３０日以内にしな
ければならない。
（後期高齢者組合員の加入の申込等）
第９条の２　高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者と
なった１種組合員が引続き、後期高齢者組合員となる場合は後期高
齢者組合員となる１か月前までに、所定の書面をもってその旨を組合
に届け出なければならない。この場合組合員及び世帯員並びに後期
高齢者世帯員に属する被保険者の資格に変動を生じることはない。	
　なお、後期高齢者組合員とならない場合についてはその旨を１か月
前までに所定の書面に被保険者資格喪失届を添えて組合に届け出な
ければならない。
２．後期高齢者組合員への加入は７５歳（平成20年4月1日現在す
でに75歳を超えている者にあっては平成20年４月１日）を超え
て加入することはできない。
３．後期高齢者組合員は、脱退した後に再加入することはできない。

（変更の届出）
第９条の２　第９条第１項に掲げる事項に変更があったときは、組合員
は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出な
ければならない。

（変更の届出）
第９条の３　第９条第１項及び第９条の２第１項に掲げる事項に変更が
あったときは、組合員又は後期高齢者組合員は、変更後の事項を記
載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。

（脱退）
第10条　組合員は、組合を脱退するには、１か月以上の予告期間を設け
あらかじめ書面をもって支部長に通知しなければならない。

（脱退）
第10条　組合員又は後期高齢者組合員は、組合を脱退するには、１か
月以上の予告期間を設けあらかじめ書面をもって支部長に通知しなけ
ればならない。

（除名）
第11条　次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって除名
することができる。
一　正当な理由がないのに保険料の納付期日後６か月を経過し
　たにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
二　法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又
　は加入の申込みに当たって虚偽の事項を記載した申込書を提
　出したとき。

（除名）
第11条　次の各号の一に該当する組合員又は後期高齢者組合員は、理
事会の議決によって除名することができる。
一　正当な理由がないのに保険料の納付期日後６か月を経過し
　たにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
二　法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又
　は加入の申込みに当たって虚偽の事項を記載した申込書を提
　出したとき。

第３章		　保険給付
（一部負担金）
第12条　保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける被保
険者（老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。）
が、その給付を受ける際に支払う一部負担金等の割合は次に掲げる
ものとする。
一　組合員　10分の３
二　世帯員　10分の３
三　３歳に達する日の属する月以前である場合　10分の２
四　70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（次号に
　掲げる場合を除く。）　10分の１
五　70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合にあって、
　当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者
　（70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当す
　る者その他国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）
　第27条の２第１項に規定する者に限る。）について同条第２
　項に規定するところにより算定する額以上であるとき　10分の３

第12条の2〜第15条　（略）

第３章		　保険給付
（一部負担金）
第12条　保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける被保
険者が、その給付を受ける際に支払う一部負担金の割合は次に掲げ
るものとする。

一　組合員　10分の３
二　世帯員及び後期高齢者世帯員　10分の３
三　６歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合　10分の２
四　70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（次号に
　掲げる場合を除く。）　10分の２
五　70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合にあって、
　当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者
　（70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当す
　る者その他国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）
　第27条の２第１項に規定する者に限る。）について同条第２
　項に規定するところにより算定する額以上であるとき　10分の３

第12条の2〜第15条　（略）
第４章		　保健事業

（保健事業）
第16条　組合は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を
行うことができる。

一　健康診断	　
二　疾病予防
三　健康づくり運動	
四　健康家庭の表彰	
五　その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第17条（略）

第４章		　保健事業
（保健事業）
第16条　組合は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を
行うことができる。
一　40歳以上の被保険者に対する特定健康診査
二　40歳以上の被保険者に対する特定保健指導
三　健康診断	　
四　疾病予防
五　健康づくり運動	
六　健康家庭の表彰	
七　その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第17条（略）
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現　　　　行 改　　　　正（案）
第５章		　保険料 第５章		　保険料

（保険料の種類）
第18条　保険料の種類は次のとおりとする。
一　医療給付費等保険料

医療給付費、前期高齢者納付金及び保健事業費等に
充てるための保険料。	　

二　後期高齢者支援金等保険料
後期高齢者支援金、病床転換支援金等に充てるため
の保険料。

三　介護納付金保険料
介護保険法の規定に基づく介護給付費納付金の納付
に要する費用に充てるための保険料。	

四　後期高齢者組合員保険料	
後期高齢者組合員の保健事業に充てるための保険料。

（保険料の賦課額）
第18条　組合員は、国民健康保険事業に要する費用（老人保健拠出金
及び介護給付費納付金の納付に要する費用を含む。）に充てるため、
医療給付費保険料及び介護納付金保険料の合算額を保険料として毎
月組合に納付しなければならない。
２．医療給付費保険料は、次の区分による額の合算額とする。
一　所得割
　１種組合員は、前年１月から12月までの１年間の社会保険及
び国民健康保険並びに老人保健に係る診療報酬の合算額に
1000分の6.5を乗じた額。ただし、その額が月額32,500円（年
額390,000円）を超えるときは、月額32,500円（年額390,000円）
を上限とし、下限月額は４月のみ1,900円、５月から３月は1,600
円（年額19,500円）とする。
二　均等割（１人当たり）
　１種組合員	 月額	 7,000円
　１種組合員の世帯員	 月額	 5,000円
　２種組合員	 月額	15,500円
　２種組合員の世帯員	 月額	 5,000円
　３種組合員	 月額	 8,000円
　３種組合員の世帯員	 月額	 5,000円

３．介護納付金保険料は、組合員及び当該組合員の世帯に属する被
保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者１人当
たり月額2,800円とする。
４．保険料の賦課について前項に定めるもののほか必要な事項は別
に定める。

第19条〜第20条　（略）

（保険料の賦課額）
第18条の２　組合員は、前条第一号、第二号、第三号に規定する保険
料を、後期高齢者組合員は前条第四号に規定する保険料を毎月組合
に納付しなければならない。

２．保険料は、次の区分により算定された額の合算額とする。
一　所得割
　１種組合員は、前年１月から12月までの１年間の社会保険及
び国民健康保険並びに高齢者の医療の確保に関する法律に係
る診療報酬の合算額に1000分の6.5を乗じた額。ただし、そ
の額が月額32,500円（年額390,000円）を超えるときは、月額
32,500円（年額390,000円）を上限とし、下限月額は４月のみ
1,900円、５月から３月は1,600円（年額19,500円）とする。
二　均等割（１人当たり）
　１種組合員	 月額	 7,000円
　１種組合員の世帯員	 月額	 5,000円
　２種組合員	 月額	15,500円
　２種組合員の世帯員	 月額	 5,000円
　３種組合員	 月額	 8,000円
　３種組合員の世帯員	 月額	 5,000円
　後期高齢者組合員の世帯員	 月額	 5,000円
３．後期高齢者組合員の保険料は1人当たり月額6,000円とする。
４．介護納付金保険料は、第8条に規定する被保険者のうち介護保険
法第９条第２号に規定する被保険者について１人当たり月額2,800
円とする。
５．保険料の賦課について第1項から第4項までに定めるもののほか
必要な事項は別に定める。

第19条〜第20条　（略）
（保険料の一括納付義務者）
第21条　保険料の納付は、１種組合員が一括納付義務者として、組合
員及び世帯員の保険料をまとめて納付するものとする。

第22条　（略）

（保険料の一括納付義務者）
第21条　保険料の納付は、１種組合員及び後期高齢者組合員が一括納
付義務者として、組合員及び世帯員並びに後期高齢者世帯員の保険
料をまとめて納付するものとする。

第22条　（略）
（保険料額通知書）
第23条　保険料の額が決定又は変更したときは、理事長は速やかに、
これを組合員に通知しなければならない。

第24条〜第27条　（略）

（保険料額通知書）
第23条　保険料の額が決定又は変更したときは、理事長は速やかに、
これを組合員及び後期高齢者組合員に通知しなければならない。

第24条〜第27条　（略）

　　　　　　　　　附　則
１．この規約は、平成20年４月１日から施行する。

〔質疑応答の要旨〕
Ｑ　追加資料では後期高齢者組合員の届
け出について、残る場合はその旨を届け
なければとあり、残らない場合は資格喪
失届をしなければならないとあるが、事
前配布資料では辞める場合は届け出な
ければならないとあるが、その下に届け
出なくともよいと取れる書き方になっ
ているがどれが正しいのか。（岡山県支
部　南哲之介議員）

Ａ　６月の事務局長研修会で、後期高齢者
組合員は残ることを原則とし、残らない
場合のみ届けることにする意見が出され
た。そのことを前の資料に記載したが、
当組合では重大な事項であるので何方の
場合も届け出ることで取りまとめ、追加
資料として再提出したものです。
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■報告事項
１．30周年記念誌編集委員会報告

委 員 長 	 横山靖夫
副委員長	 出口康雄
委　　員	 今井　博
	 鈴木哲男
	 一戸惇一郎
	 山㟢安仁
	 秦野真治
	 井上　悟

（１）委員会の開催状況
第１回委員会	 平成19年４月18日
第２回委員会	 平成19年６月13日

（２）検討経過
・第１回委員会
　委員長及び副委員長の選任の後、協
議に入り、記念誌のサイズをＡ４横書
きとすることを決め、記念誌の内容は
10周年、20周年の記念誌が発刊されて
いるので、20年までは概要を記載し21
年目から詳細を記載する。
　記念誌の構成は30周年記念式典、沿
革史、支部の紹介、年表、資料編、そ
の他にする。
　また、発刊日は５月とすること等を
決めた。
・第２回委員会
　横山委員長の策定した30周年記念誌
の基本構想案に基づいて作られた30周
年記念誌「企画書」にもとづいて協議
を行い記念誌の巻頭言、祝辞の寄稿者
等を決めた後に、記念誌の構成につい
て協議を行い、記念誌の構成を次のよ
うに決めた。
第１章　30周年記念式典
　①式典、②表彰、③祝宴
第２章　全国歯30年のあゆみ
　①本部編、②支部編、

第３章　年表
　①全国歯の動き、②医療保険関
係、③社会情勢
第４章　資料編
　①表とグラフの併載とする。

　記念誌の文字サイズは11ポイントと
し、名称は「三十年史」とする。表紙
の色は「濃い目の緑」とした。印刷会
社の選定は３社から見積もりをとり各
社のプレゼンテーションの結果判断す
る。記念誌の予算は次回委員会までに
予算案を出すこととする。

２．平成19年度特別支部運営費交付金
　　について
　出口常務理事から平成19年度の各
支部へ交付される特別支部運営費交付
金の額について、次のとおり報告され
た。

出口常務理事出口常務理事
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平成19年度支部別特別支部運営費交付金
	 （単位：円）

３．保険料の賦課方法の見直しについて
　保険料の賦課方法の見直し（案）に
ついて、第59回通常組合会に協議事
項として提出し今組合会に議案として
提案し、値上げを含めた保険料賦課方
法の見直しをする予定であったが、平
成18年度決算で多額の繰越金がでた
こと及び医療制度改革に伴う新たな財
政負担の額が現時点で明確にならない
などから平成20年度の保険料の賦課
方法の見直しは見送るとの報告があっ
た。
〔平成20年度の保険料の見直しを見
送る理由〕
（１）	過去10年間の繰越金の額が約10
億円で推移しているが、平成18年
度決算で約23億円になった。

（２）	平成14年度から18年度までの保
険料収入の伸び率15.63％に対し
て療養諸費の伸び率は8.25％であ
る。

（３）	平成14年度から18年度までの単
年度収支でみると、単年度収入の
伸び率が18.21％に対して単年度支
出の伸び率は5.81％である。

（４）	平成20年度の診療報酬改定の動
向

（５）	平成19年８月からの給付割合の
変更（８割→７割）の影響

（６）	後期高齢者支援金、病床転換支
援金、前期高齢者納付金等の国庫
補助率が明確に示されていない。

（７）	特定健診・保健指導の費用の算
定が現時点で困難である。
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（８）	医療制度改革に伴うシステム開発
費の費用額の算定が現時点では困
難である。

４．新たな高齢者医療制度の財政的影
　響について
　新たな高齢者医療制度に伴う財政負
担で額を試算していたが、当初、後
期高齢者支援金、前期高齢者医療調整
金（①制度間医療給付費の財政調整、
②後期高齢者支援金の財政調整）で
あったが、後期高齢者支援金、病床転
換支援金、前期高齢者納付金と変更に
なった。しかし、国庫補助及び現行の
老健拠出金を差し引いた新たに必要な
財源の概算は約10億円で大きな変更は
ない。また、保険料に占める支援金・
納付金の比率は現行の保険給付費：老
健拠出金＝59.34％：32.63％から保険
給付費：支援金・納付金＝51.58％：
41.43％になる見込みである。

〔質疑応答の要旨〕
Ｑ　保険料の見直しの件で、要望を参考に
するということと検討委員会の試算の賦
課方法を崩したくないと言う意味につい
て。（京都府支部　陳正和議員）

Ａ　国保基本問題検討臨時委員会で、１
年余りに渡ってあらゆる角度から検討し
取りまとめた試案ですので、その基本と
言うか精神は崩したくないと言うことで
す。

Ｑ　支援金・納付金の比率は当組合の比率
なのか、全保険者がこの比率なのでしょ
うか。（新潟県支部　五十嵐治議員）

Ａ　これは当組合の比率です。これは組合
により違いがあります。後期高齢者支援
金は各保険者が０歳から74歳の加入者数
に応じて負担します。又、前期高齢者納
付金は、各保険者における前期高齢者の

五十嵐議員

　加入率が全国平均の12％より高い場合は
調整金を受給し、低い場合は調整金を拠
出する仕組みになっています。全国歯の
加入率は4.15％（19年３月末）ですが、
高齢者の加入率が低い保険者程、支援
金・納付金が多くなりますので、各保険
者によりこの比率は異なります。

Ｑ　支援金・納付金に対して国庫補助金は
あるのでしょうか。（徳島県支部　井川
雅典議員）

井川議員

Ａ　国庫補助はあります。高齢者医療制度
に伴う新たな負担増の10億円というの
は、国庫補助金と老健拠出金を差引いた
試算です。補助率については３分の１と
言われていますがはっきりした補助率と
か特定被保険者の扱い等、明確になって
いない部分が未だあります。又、支援金
等の計算式も正式には未だ示されており
ません。

Ｑ　開設者の息子が１種組合員で、後期
高齢者となる父親がその世帯員となって
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いる場合の扱いと保険料はどうなります
か。（栃木県支部　川嶋仁一議員）

川嶋議員

Ａ　現在、息子さんが１種組合員の場合
は、保険料については、父親の医療給付
分等保険料は広域連合に納付することに
なりますが、息子さん本人、家族・従業
員の保険料には変動がありません。父親
は１種組合員である場合は、組合員とし
て残るか、残らないかを選択して頂くこ
とになりますが、１種組合員でない場合
は組合員として残ることはできません。

Ｑ　父親が１種組合員であって、当組合に
組合員として残った場合の保険料はどう
なりますか。（栃木県支部　川嶋仁一議員）

Ａ　被保険者としての保険料は広域連合
に支払い、当組合には後期高齢者保険料
として月額6,000円支払うことになりま
す。

Ｑ　先程のケースで、父親の場合、組合員
として残れないと思いますが残れるので
すか。（新潟県支部　五十嵐治議員）

Ａ　家族の場合、１種組合員のまま家族に
なっている場合と、１種組合員でない場
合とがあります。１種組合員であった場
合は組合員として残れます。

Ｑ　１診療所で１種組合員が２人いること
はありますか。（栃木県支部　阿部哲夫
議員）

Ａ　あります。

阿部議員

Ｑ　前回の組合会で全歯連の加入について
話がありましたが、その後の経過につい
てお尋ねいたします。（富山県支部　山
㟢安仁議員）

山㟢議員

Ａ　ご指摘の件につきましては、まだ全歯
連は我々の再加入については総会の議を
経てと言うことであり、未だ何ら連絡が
ございません。いま心待ちにしていると
ころでございます。（一志副理事長）

一志副理事長
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閉会の辞（要旨）　又吉副理事長

皆様、大変ご苦労様でした。特に新潟県、
長野県の先生方は交通も乗り継いでいらし
たということで、又、この場におられても
組合員の情報が気になっておられると思い
ます。一刻も早い復興をお祈りいたしま
す。

本日は、決算組合会ということで、決算
算にかなりの時間をさいたと同時に、高齢
者医療制度についても、色々の疑問点も僅
かながら解消されたと思っております。保
険料収入では所得割が減っております。保
険料の賦課の問題では低所得の方々のご心
配をなさっておられますが、組合規約第27
条に減免措置の規定がございます。大切な
皆様からお預かりした保険料でございます
ので、有効に使って参りたいと思っており
ます。皆様からのご意見を参考にしてその
付託に答えて行きたいと思っております。
医療制度改革では未だ細部まで固まってい
ない部分もあり対応に苦慮しております。
来年度から実施されるとはいえ、未だ落ち
着いた状態ではないようでございます。本
日は大変ご苦労様でした。

又吉副理事長又吉副理事長
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■資料編
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